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災害弔慰金の支給申請 

 
【手続内容】 

災害により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができるものである。 

 

【手続の流れ】 

 

図 49 手続の流れ（災害弔慰金の支給申請） 
 

① 市町村は、実施方針を決定の上、事前準備（支給管理台帳の作成等）を行う。 

② 市町村は、被災者の遺族に対して手続に関する広報を行う。 

③ 市町村は、窓口を開設し、申出（申請）の受付を開始する。 

 

以下は、必要に応じて実施する。 

④ 被災者の遺族は、市町村に対して災害弔慰金の支給申請を行う。 
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⑤ 市町村は、被災者の遺族からの申請を受け付けた後、死亡が災害に起因するかどうか等、申請内容

が支給要件に合致するか審査を行う。 

⑥ 市町村は、災害弔慰金の支給要件に係る判定委員会を設置する。 

⑦ 市町村は、判定委員会に対して判定を依頼する。 

⑧ 判定委員会は、市町村に対して判定結果を報告する。 

⑨ 市町村は、支給が決定した被災者の遺族に対して支給が決定した旨を通知する。 

（支給が認められない場合は、不支給が決定した旨を通知する。） 

⑩ 市町村は、被災者の遺族に対して口座振込により給付を行い、支給管理台帳に記載する。  
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【申請届出様式の例】 

  
図 50 申請届出様式の例（災害弔慰金の支給申請） 
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【ぴったりサービスへの登録手順】 

手続をぴったりサービスに登録する手順を以下に示す。 

 
No 分類 作業内容 
1 手続の追加 手続の公開内容に関する設定を行う。 
2 申請届出様式の登録 様式をアップロードし、入力項目の設定を行う。 
3 承認申請 運用部局へ手続の承認申請を行う。 

 
詳細な作業手順は、以下のとおり。 

 手続の追加 
① 申請手続追加画面の［手続名称］のプルダウンから、［【災害】災害弔慰金の支給申請］を

選択する。 

 

② ［次へ］をクリックし、［申請手続（編集・登録）］画面に遷移する。 
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③ ［申請手続（編集・登録）］画面の各項目に、登録する手続の内容を入力する。 

 

※初期画面表示の際に、初期値入力済の状態となっているが、必要に応じて内容の修正を行

うこと。各項目に関する説明及び留意事項については、以下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・2. サービスメニュー内容を確認する（手続） 
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なお、入力済の内容は以下のとおり。 

項目名 初期値 

手続き名 【災害】災害弔慰金の支給申請 

概要 災害により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。 

通称 
（※任意入力の項目です。「通称」を登録すると、ぴったりサービスの検索結果画面で「手
続き名」ではなく「通称」に登録した名称が表示されますので、ご注意ください。） 

対象 

○○年○月○○日時点で○○市に居住していた、災害により死亡した方のご遺族で、以
下のいずれかに該当する方。なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。 
1.（1）死亡した方の死亡当時における配偶者の方 

（事実婚を含み、事実上の離婚を除く） 
（2）子 
（3）父母 
（4）孫 
（5）祖父母 
※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。 

2. 1.に該当する方がいない場合、死亡した方の死亡当時における兄弟姉妹（死亡した方
の死亡当時、同居または生計を同じくしていた方） 
※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。 

手続きを行う人 対象者ご本人 

手続期限 ○○年○月○日（○）まで 

手続書類（様式） ・災害弔慰金に係る受領申出書 
・口座振替依頼書 

手続きに必要な添付書類 

・死亡診断書の写し 
・死亡までの経緯がわかる書類 
・調査同意書 
・振込口座の通帳の写し 
（・生計同一に関する申立書） 
※標準的な添付書類について例示しています。自団体の実情に応じて、適宜追加又は削
除の設定を行ってください。 

手続きに必要な持ちもの 申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）の写し 

手続き方法 

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。 
＜窓口または郵送の場合の提出先＞ 
△△課（市役所○階○番窓口） 
午前○時○分から午後○時○分まで 

関連リンク 
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。 
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。 
○○市WEB ページ 

所管部署 ○○市△△課 TEL︓0000-00-0000 

根拠法律・条例など 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）第３条 
○○市災害弔慰金の支給等に関する条例（○○年○○市条例第○○号）第○条 

図 51 入力済みの項目（災害弔慰金の支給申請） 
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④ 【公開期間】及び【受付期間】を以下の画面のように設定する。 

・【公開期間】の公開開始日時については、任意の日付及び時刻を設定すること。 

 

 
 

※本ユースケースにおいては、申請受付の期間を指定することなく、手続を無期限で公開

し、災害発生前から電子申請を受付可能とする設定を行っている。災害発生後、申請受

付を終了したい場合は、［受付期間］の終了日を設定し、運用部局へ承認申請を行うこ

と。運用部局の承認後、被災者は、設定した終了日以降、手続の電子申請を行うことが

できなくなる。 

 

⑤ ［保存して終了］をクリックし、設定内容を保存する。 

 

 

 

※［保存］をクリックした場合は画面遷移せず、編集を続けることが可能。 

［保存して終了］をクリックした場合は、［申請手続一覧］画面に遷移する。 
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 申請届出様式の登録 
① 以下の［申請手続一覧］画面で、「【災害】災害弔慰金の支給申請」の［編集］をクリック

し、 ［申請手続（編集・登録）］画面に遷移する。 

 

 

② ［申請手続（編集・登録）］画面の【様式】の［様式編集］をクリックし、［帳票新規登

録］画面に遷移する。 

 

 

 

③ ［帳票新規登録］画面の［参照］をクリックし、ファイル選択ダイアログを表示する。 
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④ 事前に準備していた、申請届出様式ファイルを選択し、［開く］をクリックする。 

 

⑤ 選択したファイルが表示されていることを確認の上、［アップロード］をクリックし、［文

字認識］画面に遷移後、申請届出様式のファイルがアップロードされ、画面に表示される。 
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⑥ 被災者が電子申請時に入力及び選択する項目について、設定を行う。設定例については、以

下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・3.申請届出様式を確認・修正する 
・12. 手続追加を伴う様式を新規登録する場合 
・13. 入力欄の作成事例 
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申請届出様式の登録が完了し、［申請手続（編集・登録）］画面に遷移後、【様式】の「申

請届出様式」欄に［○○県○○市 （申請届出様式名）］の形式で表示されていることを確認

する。 

 

重要  

▪ マイナポータルでは、セキュリティを考慮し、画面の切替えや入力を行わない状態で８時間が経過すると、
自動的にシステムからログアウトする。登録作業中にログイン状態が終了すると、最初から登録作業をやり
直す必要があることに留意すること（適宜保存を行うことが望ましい）。 

 
⑦ ［申請手続（編集・登録）］画面の［保存してプレビュー］をクリックし、利用者向け画面

のイメージを確認する。各項目の登録内容に誤りがないことを確認する。 
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 承認申請 
登録した手続の公開に当たり、運用部局へ承認申請を行い、承認を受ける必要がある。 

 

① ［申請手続（編集・登録）］画面の［保存して運用部局へ承認申請］をクリックする。 

 

 

 

② ［申請手続一覧］画面で申請を行った手続をクリックし、［申請手続（編集・登録）］画面

の「ステータス」が「承認待ち」となっていることを確認する。 
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③ 運用部局から承認を受けた後、［申請手続（編集・登録）］画面の「ステータス」が「承認

済」となっていることを確認する。なお、公開開始日時以降は、［申請手続（編集・登

録）］画面の現在の公開状況が、「公開中」と表示される。 
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災害障害見舞金の支給申請 

 

【手続内容】 

災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができるも

のである。 

 

【手続の流れ】 

 
図 52 手続の流れ（災害障害見舞金の支給申請） 

 

① 市町村は、実施方針を決定の上、事前準備（支給管理台帳の作成等）を行う。 

② 市町村は、被災者に対して手続に関する広報を行う。 

③ 市町村は、窓口を開設し、申出（申請）の受付を開始する。 

 

以下は、必要に応じて実施する。 

④ 被災者は、市町村に対して災害障害見舞金の支給申請を行う。 
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⑤ 市町村は、被災者からの申請を受け付けた後、障害が災害に起因するかどうか等、申請内容が支給

要件に合致するか審査を行う。 

⑥ 市町村は、災害障害見舞金の支給要件に係る判定委員会を設置する。 

⑦ 市町村は、判定委員会に対して判定を依頼する。 

⑧ 判定委員会は、市町村に対して判定結果を報告する。 

⑨ 市町村は、支給が決定した被災者に対して支給が決定した旨を通知する。 

（支給が認められない場合は、不支給が決定した旨を通知する。） 

⑩ 市町村は、被災者に対して口座振込により給付を行い、支給管理台帳に記載する。  
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【申請届出様式の例】 

  
図 53 申請届出様式の例（災害障害見舞金の支給申請） 
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【ぴったりサービスへの登録手順】 

手続をぴったりサービスに登録する手順を以下に示す。 

 
No 分類 作業内容 
1 手続の追加 手続の公開内容に関する設定を行う。 
2 申請届出様式の登録 様式をアップロードし、入力項目の設定を行う。 
3 承認申請 運用部局へ手続の承認申請を行う。 

 
詳細な作業手順は、以下のとおり。 

 手続の追加 
① 申請手続追加画面の［手続名称］のプルダウンから、［【災害】災害障害見舞金の支給申

請］を選択する。 

 

② ［次へ］をクリックし、［申請手続（編集・登録）］画面に遷移する。 
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③ ［申請手続（編集・登録）］画面の各項目に、公開する手続の内容を入力する。 

 

※初期画面表示の際に、初期値入力済の状態となっているが、必要に応じて内容の修正を行

うこと。各項目に関する説明及び留意事項については、以下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・2. サービスメニュー内容を確認する（手続） 
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なお、入力済の内容は以下のとおり。 

項目名 初期値 

手続き名 【災害】災害障害見舞金の支給申請 

概要 災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うこと
ができます。 

通称 （※任意入力の項目です。「通称」を登録すると、ぴったりサービスの検索結果画面で「手
続き名」ではなく「通称」に登録した名称が表示されますので、ご注意ください。） 

対象 

○○年○月○○日時点で○○市に居住し、災害による病気・負傷によって、以下のいず
れかに該当する障害を負った方 
1.両目の失明 
2.咀嚼および言語機能の喪失 
3.要常時介護 
4.両上肢でひじ関節以上の切断 
5.両下肢でひざ関節以上の切断 
6.両上肢または両下肢の用の全廃 
7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの 

手続きを行う人 対象者ご本人 

手続期限 ○○年○月○日（○）まで 

手続書類（様式） ・災害障害見舞金に係る受領申出書 
・口座振替依頼書 

手続きに必要な添付書類 

・障害を負った経緯がわかる書類 
・医師の診断書 
・調査同意書 
・振込口座の通帳の写し 
（・罹災証明書の写し） 
※標準的な添付書類について例示しています。自団体の実情に応じて、適宜追加又は削
除の設定を行ってください。 

手続きに必要な持ちもの 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）の写し 

手続き方法 

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。 
＜窓口または郵送の場合の提出先＞ 
△△課（市役所○階○番窓口） 
午前○時○分から午後○時○分まで 

関連リンク 
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。 
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。 
○○市WEB ページ 

所管部署 ○○市△△課 TEL︓0000-00-0000 

根拠法律・条例など 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）第９条 
○○市災害弔慰金の支給等に関する条例（○○年○○市条例第○○号）第○条 

図 54 入力済の項目（災害障害見舞金の支給申請） 
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④ 【公開期間】及び【受付期間】を以下の画面のように設定する。 

・【公開期間】の公開開始日時については、任意の日付及び時刻を設定すること。 

 

 

 

※本ユースケースにおいては、申請受付の期間を指定することなく、手続を無期限で公開

し、災害発生前から電子申請を受付可能とする設定を行っている。災害発生後、申請受

付を終了したい場合は、［受付期間］の終了日を設定し、運用部局へ承認申請を行うこ

と。運用部局の承認後、被災者は、設定した終了日以降、手続の電子申請を行うことが

できなくなる。 

 

⑤ ［保存して終了］をクリックし、設定内容を保存する。 

 

 

 

※［保存］をクリックした場合は画面遷移せず、編集を続けることが可能。 

［保存して終了］をクリックした場合は、［申請手続一覧］画面に遷移する。 
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 申請届出様式の登録 
① 以下の［申請手続一覧］画面で、「【災害】災害障害見舞金の支給申請」の［編集］をクリ

ックし、 ［申請手続（編集・登録）］画面に遷移する。 

 

 

② ［申請手続（編集・登録）］画面の【様式】の［様式編集］をクリックし、［帳票新規登

録］画面に遷移する。 

 

 

 

③ ［帳票新規登録］画面の［参照］をクリックし、ファイル選択ダイアログを表示する。 
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④ 事前に準備していた、申請届出様式ファイルを選択し、［開く］をクリックする。 

 

⑤ 選択したファイルが表示されていることを確認の上、［アップロード］をクリックし、［文

字認識］画面に遷移後、申請届出様式のファイルがアップロードされ、画面に表示される。 
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⑥ 被災者が電子申請時に入力及び選択する項目について、設定を行う。設定例については、以

下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・3.申請届出様式を確認・修正する 
・12. 手続追加を伴う様式を新規登録する場合 
・13. 入力欄の作成事例 
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申請届出様式の登録が完了し、［申請手続（編集・登録）］画面に遷移後、【様式】の「申

請届出様式」欄に［○○県○○市 （申請届出様式名）］の形式で表示されていることを確認

する。 

 

重要  

▪ マイナポータルでは、セキュリティを考慮し、画面の切替えや入力を行わない状態で８時間が経過すると、
自動的にシステムからログアウトする。登録作業中にログイン状態が終了すると、最初から登録作業をやり
直す必要があることに留意すること（適宜保存を行うことが望ましい）。 

 
⑦ ［申請手続（編集・登録）］画面の［保存してプレビュー］をクリックし、利用者向け画面

のイメージを確認する。各項目の登録内容に誤りがないことを確認する。 
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 承認申請 
登録した手続の公開に当たり、運用部局へ承認申請を行い、承認を受ける必要がある。 

 

① ［申請手続（編集・登録）］画面の［保存して運用部局へ承認申請］をクリックする。 

 

 

 

② ［申請手続一覧］画面で申請を行った手続をクリックし、［申請手続（編集・登録）］画面

の「ステータス」が「承認待ち」となっていることを確認する。 
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③ 運用部局から承認を受けた後、［申請手続（編集・登録）］画面の「ステータス」が「承認

済」となっていることを確認する。なお、公開開始日時以降は、［申請手続（編集・登

録）］画面の現在の公開状況が、「公開中」と表示される。 
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災害援護資金の貸付申請 

 

【手続内容】 

災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行う

ことができるものである。 

 

【手続の流れ】 

 

図 55 手続の流れ（災害援護資金の貸付申請） 
 

① 市町村は、実施方針を決定の上、事前準備（貸付管理台帳の作成等）を行う。 

② 市町村は、被災者に対して手続に関する広報を行う。 

③ 市町村は、窓口を開設し、申請の受付を開始する。 

④ 被災者は、市町村に対して災害援護資金の貸付申請を行う。 

⑤ 市町村は、被災者からの申請を受け付けた後、被災者の納税状況等から所得を調査し、貸付要件に

合致するか審査を行う。 
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⑥ 市町村は、貸付けが決定した被災者に対して、貸付けが決定した旨を通知するとともに、借用書を

送付する。（貸付けが認められない場合は、不承認が決定した旨を通知する。） 

⑦ 貸付決定を受けた被災者は、市町村に対して借用書と印鑑証明書を提出する。 

⑧ 市町村は、被災者からの提出書類を受け付けた後、その内容を確認する。 

⑨ 市町村は、口座振込により貸付けを行い、貸付管理台帳に記載する。 

⑩ 市町村は、貸付けに関する管理を行う。据置期間が経過した後、償還業務を開始する。  
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【申請届出様式の例】 

  
図 56 申請届出様式の例（災害援護資金の貸付申請１/２） 
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【申請届出様式の例】 

 図 57 申請届出様式の例（災害援護資金の貸付申請２/２） 
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【ぴったりサービスへの登録手順】 

手続をぴったりサービスに登録する手順を以下に示す。 

 
No 分類 作業内容 
1 手続の追加 手続の公開内容に関する設定を行う。 
2 申請届出様式の登録 様式をアップロードし、入力項目の設定を行う。 
3 承認申請 運用部局へ手続の承認申請を行う。 

 
詳細な作業手順は、以下のとおり。 

 手続の追加 
① 申請手続追加画面の［手続名称］のプルダウンから、［【災害】災害援護資金の貸付申請］

を選択する。 

 

② ［次へ］をクリックし、［申請手続（編集・登録）］画面に遷移する。 
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③ ［申請手続（編集・登録）］画面の各項目に、公開する手続の内容を入力する。 

 

※初期画面表示の際に、初期値入力済の状態となっているが、必要に応じて内容の修正を行

うこと。各項目に関する説明及び留意事項については、以下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・2. サービスメニュー内容を確認する（手続） 
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なお、入力済の内容は以下のとおり。 

項目名 初期値 

手続き名 【災害】災害援護資金の貸付申請 

概要 災害による負傷又は住居、家財の損害に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受け
る手続を行うことができます。 

通称 （※任意入力の項目です。「通称」を登録すると、ぴったりサービスの検索結果画面で「手
続き名」ではなく「通称」に登録した名称が表示されますので、ご注意ください。） 

対象 

災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方 
1.世帯主の１か月以上の負傷 
2.家財の 1/3以上の損害 
3.住家の半壊以上の損害（住家全体の滅失または流出を含む） 

手続きを行う人 対象者ご本人 

手続期限 ○○年○月○日（○）まで 

手続書類（様式） ・災害援護資金借入申込書 
・口座振替依頼書 

手続きに必要な添付書類 

・振込口座の通帳の写し 
・所得課税証明書（本人分） 
・所得課税証明書（連帯保証人分） 
（・罹災証明書の写し） 
（・医師の診断書） 
（・本人確認書類（連帯保証人分）） 
（・住民票の写し（連帯保証人分）） 
※標準的な添付書類について例示しています。自団体の実情に応じて、適宜追加又は削
除の設定を行ってください。 

手続きに必要な持ちもの 申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）の写し 

手続き方法 

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。 
＜窓口または郵送の場合の提出先＞ 
△△課（市役所○階○番窓口） 
午前○時○分から午後○時○分まで 

関連リンク 
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。 
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。 
○○市WEB ページ 

所管部署 ○○市△△課 TEL︓0000-00-0000 

根拠法律・条例など 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）第 12条 
○○市災害弔慰金の支給等に関する条例（○○年○○市条例第○○号）第○条 

図 58 入力済の項目（災害援護資金の貸付申請） 
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④ 【公開期間】及び【受付期間】を以下の画面のように設定する。 

・【公開期間】の公開開始日時については、任意の日付及び時刻を設定すること。 

 

 

 

※本ユースケースにおいては、申請受付の期間を指定することなく、手続を無期限で公開

し、災害発生前から電子申請を受付可能とする設定を行っている。災害発生後、申請受

付を終了したい場合は、［受付期間］の終了日を設定し、運用部局へ承認申請を行うこ

と。運用部局の承認後、被災者は、設定した終了日以降、手続の電子申請を行うことが

できなくなる。 

 

⑤ ［保存して終了］をクリックし、設定内容を保存する。 

 

 

 

※［保存］をクリックした場合は画面遷移せず、編集を続けることが可能。 

［保存して終了］をクリックした場合は、［申請手続一覧］画面に遷移する。 
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 申請届出様式の登録 
① 以下の［申請手続一覧］画面で、「【災害】災害援護資金の貸付申請」の［編集］をクリッ

クし、 ［申請手続（編集・登録）］画面に遷移する。 

 

 

② ［申請手続（編集・登録）］画面の【様式】の［様式編集］をクリックし、［帳票新規登

録］画面に遷移する。 

 

 

 

③ ［帳票新規登録］画面の［参照］をクリックし、ファイル選択ダイアログを表示する。 
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④ 事前に準備していた、申請届出様式ファイルを選択し、［開く］をクリックする。 

 

⑤ 選択したファイルが表示されていることを確認の上、［アップロード］をクリックし、［文

字認識］画面に遷移後、申請届出様式のファイルがアップロードされ、画面に表示される。 
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⑥ 被災者が電子申請時に入力及び選択する項目について、設定を行う。設定例については、以

下の参考資料を参照すること。 

 

参考資料  

▪ 操作マニュアル＜地方公共団体向け＞～サービス登録編～ 
・05｜手続を登録、編集する 
・3.申請届出様式を確認・修正する 
・12. 手続追加を伴う様式を新規登録する場合 
・13. 入力欄の作成事例 
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申請届出様式の登録が完了し、［申請手続（編集・登録）］画面に遷移後、【様式】の「申

請届出様式」欄に［○○県○○市 （申請届出様式名）］の形式で表示されていることを確認

する。 

 

重要  

▪ マイナポータルでは、セキュリティを考慮し、画面の切替えや入力を行わない状態で８時間が経過すると、
自動的にシステムからログアウトする。登録作業中にログイン状態が終了すると、最初から登録作業をやり
直す必要があることに留意すること（適宜保存を行うことが望ましい）。 

 
⑦ ［申請手続（編集・登録）］画面の［保存してプレビュー］をクリックし、利用者向け画面

のイメージを確認する。各項目の登録内容に誤りがないことを確認する。 
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 承認申請 
登録した手続の公開に当たり、運用部局へ承認申請を行い、承認を受ける必要がある。 

 

① ［申請手続（編集・登録）］画面の［保存して運用部局へ承認申請］をクリックする。 

 

 

 

② ［申請手続一覧］画面で申請を行った手続をクリックし、［申請手続（編集・登録）］画面

の「ステータス」が「承認待ち」となっていることを確認する。 
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③ 運用部局から承認を受けた後、［申請手続（編集・登録）］画面の「ステータス」が「承認

済」となっていることを確認する。なお、公開開始日時以降は、［申請手続（編集・登

録）］画面の現在の公開状況が、「公開中」と表示される。 
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